「行政改革を考える」～その４
　　　　　　　　　　総務省大臣官房審議官（財政制度・財務担当）　椎川　忍

６　行政改革の神髄

　　　これまで３回にわたって行政改革について思うところをいろいろと書いてきたが、私の一番言いたいことは以下の点である。

行政改革の神髄は、結局のところ当たり前のことではあるが、「国民のために」、「地域住民のために」という公務員の公僕としての精神に裏打ちされているかどうかというということである。これが健全な形で公務員の心の中に宿り、それに裏打ちされている改革であればどんなに小さな改革であっても善であり、成功は間違いない。また、すべての事柄をそういう目で見直せば行政は必ず良い方向に前進する。しかし、それを単なる建前とした見せかけの行政改革はいくらやってもだめなのである。なぜなら、それは国民や地域住民のためになるように見えても、結局は自分たちの組織のため、利益のための見せかけの改革だからである。

そして、このような公務員の心持ちようを組織内のすべての職員に浸透させるのが行政改革を進めるリーダーの役割である。組織の中に一人でもそういう心持ちを共有できない職員がいたとすれば、その組織の改革はそこから綻び始めるであろう。

７　公務員の意識改革と地域活動

　　　このように考えていくと、究極の行政改革を行うためには、まず公務員の意識教育や意識改革を行う必要があるように思われる。この点は、地方公共団体の場合には、知事や市町村長が大統領制で号令一家やりやすい面があり、実際それができてきている団体がかなりあると思う。国は議院内閣制で、しかも官僚機構が伝統的に強かったために、組織自体の利益というものが各省、各部局に深く染みこんでおり、それにＯＢや関係団体、関係業界までが絡んで、その改革はなかなか大変である。個人が正論を吐いても、強大な組織の中においてはなかなか受け入れられない場合があるのは、民間大企業の場合と同じであろう。

　　　そう考えると、組織の最高責任者である大臣が号令をかけ、事務方のトップである事務次官が関係団体や関係業界を説得しつつ旗を振る、そしてそれに管理職が付き従い、ようやくその土壌が出来上がる。そして、それを何代もの間にわたり続けていかないと、意識教育や意識改革といっても本当に組織には浸透しないであろう。

　　　第５項において、ある学者の言葉を引用したように、公務員は常々国民、地域住民と向き合って地域活動の実践をするように心がけるべきであり、それが魂のこもった行政改革や行政のあり方を根っこから見直す一番良い動機付けになると思われる。
それ故に、私はそれを何らかの形で制度化できないかと考えている。例えば、地方公共団体において「地域活動促進条例（仮称）」のようなものを制定し、そういった活動を奨励し、休日をつぶして地域活動をした場合には、もう一日平日を特別休暇として与えて地域活動ができることとするとか、特に効果が顕著な活動に対しては申請に基づき旅費程度の実費を支給するとかいったことを考えてはどうだろうか。そして、国家公務員にもこういった制度を導入すれば、膨大な予算を使わなくても地方は大いに元気になるであろうし、国家公務員はさらに一層国民の目線を大切にして行政改革に取り組むようになるであろう。

